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大阪公立大学医学部附属病院管理職員給与規程 

 

制  定 平成 31.４.１ 規程 147 

最近改正 令和８.４.１ 規程 102 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、大阪公立大学医学部附属病院職員就業規則（以下「就業規則」という。）第

54 条の規定に基づき、同条第１号に掲げる職員（以下「管理職員」という。）の給与に関する

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 定年前管理職員  管理職員のうち、次号に掲げる者以外の者をいう。 

(2) 再雇用管理職員  管理職員のうち、就業規則第 28 条の規定に基づき再雇用され、大阪

公立大学医学部附属病院職員の再雇用に関する規程（以下「再雇用規程」という。）の適用を

受ける者をいう。 

(3) フルタイム再雇用管理職員  前号に定める者のうち、再雇用規程第２条第２項に規定す

る１週間の勤務日数が５日であるものをいう。 

(4) パートタイム再雇用管理職員  第２号に定める者のうち、再雇用規程第２条第３項に規

定する１週間の勤務日数が５日に満たないものをいう。 

（給与の種類） 

第３条 管理職員の給与は、年俸、看護師等業務調整手当、通勤手当、深夜勤務手当、宿日直手

当及び共同研究等貢献手当とする。 

 

第２章 定年前管理職員の年俸の決定 

（職務等級） 

第４条 定年前管理職員（以下、本章から第７章までの規定において「管理職員」とする。）の職

務等級は、その者の職種及び職に応じて別表第１に定めるところによる。 

（年俸の計算期間） 

第５条 年俸の計算期間は、毎年４月１日から翌年３月 31日までの１年間とする。 

（年俸水準） 

第６条 管理職員の年俸の額の上限及び下限（以下「年俸レンジ」という。）は、職務等級に応じ

て、別表第２に定めるところによる。 

（採用時の年俸） 

第７条 新たに職員になった者のうち管理職員となった者の年俸の額は、その者に適用される職

務等級における年俸レンジの範囲内で、その者の従事する職務の内容及び経歴等を勘案して決

定する。 

（昇格時の年俸） 

第８条 管理職員以外の職員が新たに管理職員になったときの年俸の額は、その者に適用される

職務等級における年俸レンジの範囲内で、管理職員になった日の属する年度の前年度に受けて
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いた給与の年間の額及び新たに従事する職務の内容等を勘案して決定する。 

２ 職務等級が変更されるときの年俸の額は、その者に適用される職務等級における年俸レンジ

の範囲内で、職務等級が変更されることとなった日の前日に受けていた年俸額及びその者の従

事する職務の内容等を勘案して決定する。 

（年俸の定時改定） 

第９条 年俸の改定は、その者の人事評価、勤務状況等を勘案して決定する。 

２ 前項の年俸の改定の額の決定にあたっては、改定後の年俸額が年俸レンジの範囲内となるよ

うにしなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、前年度の人事評価が優秀である場合については、年俸レンジの上

限額に 100 分の４を乗じて得た額の範囲内で、年俸レンジの上限額を超えて年俸の額を決定す

ることができる。 

（年俸の情勢改定） 

第 10条 前条に定めるほか、理事長が必要であると認める場合については、公立大学法人大阪（以

下「本法人」という。）の業務の実績及び社会一般の情勢を考慮し、年俸を改定することができ

る。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の改定について準用する。 

（年俸の決定の特例） 

第 11条 第４条による職務等級の定めがない職にある者の年俸の額は、理事長がその者の職務の

内容及び経歴等を勘案して決定する。 

２ その者の従事する職務の内容、経歴及び人事評価等を考慮し、理事長が特に必要と認める場

合については、前５条の規定にかかわらず年俸の額を決定することができる。 

 

第３章 年俸の支給方法 

（年俸の支給方法） 

第 12条 年俸を、基本年俸と業績年俸に振り分け、次の各号に定めるところにより支給する。 

(1) 基本年俸  12等分して毎月の給与支給日に支給する。 

(2) 業績年俸  ２等分して６月及び 12月の業績年俸支給日に支給する。 

２ 第７条、第８条及び前条の規定により年俸の額が決定された場合は、年俸の額の概ね 100 分

の 72を基本年俸に割り当て、残りの額を業績年俸の額に割り当てる。 

３ 第９条により年俸が改定された場合は、その改定の額のうち前年度の人事評価を勘案した部

分の概ね 100分の 72を改定前の基本年俸に加算し、残りの改定の額を改定前の業績年俸の額に

加算する。 

４ 計算期間の始まりの月から年俸の改定額が決定される日（以下「改定決定日」という。）の前

日の属する月までの間については改定前の年俸を第１項の規定に基づき支給し、改定決定日の

前日の属する月の翌月から改定後の年俸を第１項の規定に基づき支給するものとし、改定日以

前の期間において生じた差額に相当する額は、改定決定日以降最初の業績年俸支給日における

業績年俸において調整するものとする。 

（新たに管理職員になった者に対する支給方法） 

第 13条 計算期間の途中に新たに管理職員になった者については、管理職員となった日から年俸

を支給する。 
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２ 前項の適用を受ける者が当該計算期間に受ける年俸は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 基本年俸  前条の規定による基本年俸の額を 12 月で除して得た額（以下「基本年俸月

割額」という。）に、管理職員となった日から計算期間の末日までの期間の月数（１月未満の

端数が生じたときはこれを切り捨てる。）を乗じて得た額を支給する。この場合、毎月の給与

支給日に支給する基本年俸の額は、基本年俸月割額とする。 

(2) 業績年俸  管理職員となった日に応じて次に定めるところによる。 

ア ４月２日から６月１日までに管理職員となった者 

前条の規定による業績年俸の額を支給するものとし、業績年俸の額を２等分して６月及

び 12月の業績年俸支給日に支給する。 

イ ６月２日から 12月１日までに管理職員となった者 

前条の規定による業績年俸の額を２で除して得た額を支給するものとし、12月の業績年

俸支給日に支給する。 

ウ 12月２日から３月 31日までに管理職員となった者 

業績年俸は支給しない。 

３ 月の途中で管理職員となった者については、前項に定める年俸のほか、基本年俸月割額を大

阪公立大学医学部附属病院職員給与規程（以下「給与規程」という。）第 11 条の例により日割

計算して得た額の採用日以降の勤務した日数分を、管理職員となった日の属する月の翌月の給

与支給日に支給する。 

（退職者等に対する支給方法） 

第 14条 管理職員である者が、就業規則第 54条第１号に掲げる職（以下「管理職」という。）を

離れたときは、その日（以下「離職日」という。）の翌日以降の年俸は支給しない。 

２ 前項の支給しないこととなる年俸は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 基本年俸  当該計算期間の基本年俸月割額に、離職日から計算期間の末日までの間の月

数（端数が生じたときはこれを切り上げる。）を乗じて得た額。 

(2) 業績年俸  離職日に応じて次に定めるところによる。 

ア ４月１日から５月 31日までに管理職を離れた者 

当該計算期間の業績年俸の額。 

イ ６月１日から 11月 30日までに管理職を離れた者 

当該計算期間の業績年俸の額を２で除して得た額。 

ウ 12月１日から３月 31日までに管理職員を離れた者 

なし。 

３ 前２項の規定にかかわらず、月の途中で管理職を離れた者については、基本年俸月割額を給

与規程第 11条の例により日割計算して得た額の離職日以前の勤務した日数分を、離職日の属す

る月の給与支給日に支給する。 

４ 前３項の規定にかかわらず、管理職員である者が死亡したときは、死亡した日の属する月分

の基本年俸を、死亡した日の属する月の給与支給日に支給する。 

（昇格者に対する支給方法） 

第 15条 管理職員のうち計算期間の途中に職務等級が変更された者については、職務等級が変更

された日以降から変更後の年俸を支給するものとする。 

２ 第 13条第２項及び第３項の規定は、職務等級が変更された日以降に支給される変更後の当該
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計算期間における年俸について準用する。 

３ 第１項の規定の適用を受ける者に対しては、当該計算期間の変更前の年俸については、職務

等級が変更された日以降の分については支給しない。 

４ 前条第２項及び第３項の規定は、職務等級が変更される日以降に支給しないこととなる当該

計算期間の変更前の年俸について準用する。 

 

第４章 休職者等の基本年俸 

（休職者等の基本年俸） 

第 16条 次の各号に掲げる休職等となった管理職員のその間の基本年俸については、給与規程第

５章に定める休職等となった職員に支給される給与の規定を準用して支給する。 

(1) 就業規則第 19条第１項の規定による休職 

(2) 就業規則第 50条第３号の規定による停職 

(3) 大阪公立大学医学部附属病院職員の育児・介護休業等に関する規程（以下「育児介護休業

規程」という。）に規定する育児休業、出生時育児休業及び介護休業 

(4) 大阪公立大学医学部附属病院職員の自己啓発等休業に関する規程（以下「自己啓発等休業

規程」という。）に基づく自己啓発等休業 

(5) 就業規則第 44条の規定に定める業務傷病休業又は通勤傷病休業 

２ 育児介護休業規程に規定する育児短日数勤務の期間の管理職員の基本年俸については、大阪

公立大学医学部附属病院の育児短日数勤務をしている職員の給与に関する規程に定めるところ

による。 

（欠勤等による基本年俸の減額） 

第 17条 管理職員が所定の勤務日に勤務しないときは、次の各号に掲げる場合を除くほか、給与

規程第６章の規定を準用して、その勤務しない１日につき勤務１日当たりの基本年俸の額をそ

の者に支給すべき基本年俸の額から減額する。この場合、給料を基本年俸月割額と読み替える

ものとする。 

(1) 勤務時間等規程第 19条に規定する年次有給休暇 

(2) 勤務時間等規程第 26条第１項に規定する特別休暇 

(3) 勤務時間等規程第 30条に規定する病気休暇 

(4) 勤務時間等規程第 32条第１項の規定により職務専念義務の免除を受けた日 

(5) 前各号に定めるもののほか、理事長がやむを得ないと認めた場合 

 

第５章 休職者等の業績年俸 

（休職等の事由により勤務していない者の業績年俸） 

第 18条 前回の業績年俸の支給日の属する月の初日の翌日（前回の業績年俸の支給日の属する月

の初日の翌日以降に採用された者については、当該採用の日。）から当該業績年俸の支給日の属

する月の初日までの期間において、休職等の事由により所定の勤務日において勤務しない日が

21 日以上となる管理職員の業績年俸は、第 12 条の規定による業績年俸の額に、所定の勤務日

において勤務しない日の日数に応じて別表第３に定める割合を乗じて得た額（１円未満の端数

がある場合については、これを切り捨てる。）とする。 

２ 前項の休職等の事由は、次に掲げる事由とする。 
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(1) 欠勤 

(2) 勤務時間等規程第 30条に規定する病気休暇 

(3) 就業規則第 19 条第１項の規定による休職（同項第１号に掲げるもののうち業務上若しく

は通勤上の災害による負傷若しくは傷病によるもの及び第５号に掲げる在籍出向によるもの

を除く。） 

(4) 就業規則第 16 条の規定による在籍出向（出向先から各基準日につき当該基準日に係る期

末手当又は勤勉手当に相当する給与の支給を受けたと認められるものに限る。） 

(5) 就業規則第 50条第３号の規定による停職 

(6) 育児介護休業規程の規定に基づく育児休業及び出生時育児休業 

(7) 育児介護休業規程の規定に基づく介護休業 

(8) 自己啓発等休業規程に基づく自己啓発等休業 

（懲戒処分を受けた者に対する業績年俸の減額） 

第 19 条 就業規則第 50 条に定める戒告、減給又は停職の処分を受けた管理職員については、理

事長が別に定めるところにより、業績年俸を減額して支給する。 

 

第６章 手当 

第 19条の２ 削除 

 （看護師等業務調整手当） 

第 19条の３ 管理職員の看護師等業務調整手当は、大阪公立大学医学部附属病院（先端予防医療

部を除く。）に勤務する職員のうち、別表第１で掲げる医療管理職及び看護管理職であるものに

支給する。 

２ 前項に規定する手当の額は、１月につき、8,500円とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、管理職員が所定の勤務日に勤務しないときは、給与規程第 44条

の規定を準用して、その勤務しない１日につき勤務１日当たりの看護師等業務調整手当を、そ

の者に支給すべき看護師等業務調整手当から減額する。 

（通勤手当） 

第 20条 管理職員の通勤手当については、給与規程第 22条の規定を準用する。 

（深夜勤務手当） 

第 21 条 午後 10 時から翌日の午前５時までの間に勤務した管理職員には、勤務１時間につき勤

務１時間当たりの給与額の 100分の 25を深夜勤務手当として支給する。 

（深夜勤務手当の計算の基礎となる勤務１時間当たりの給与額） 

第 22条 前条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、次の計算式により得られる額とする。 

  ｢年俸の額｣＋102,000円   

   「年間勤務時間」 

２ 前項に規定する年間勤務時間とは、次の計算式により得られる時間とする。 

「年間勤務時間」＝「週所定労働時間数」×（365－「年間祝日等日数」）÷365×52 

３ 前項の週所定労働時間数及び年間祝日等日数の定義については、給与規程第 29条第３項

の規定を準用する。 

４ 第２項に規定する年間勤務時間に 30 分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30 分

以上１時間未満の端数があるときはこれを１時間に切り上げる。 
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（深夜勤務手当の計算） 

第 23 条 前２条の規定により勤務１時間につき支給する深夜勤務手当の額を算定する場合にお

いて、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上１円未満の端数を

生じたときはこれを１円に切り上げる。 

２ 深夜勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数によって計算するものと

し、この場合において、当該時間数に、１時間未満の端数を生じたときはこれを時間単位に換

算する。 

３ 前項の規定により計算した深夜勤務手当の額に円位未満の端数を生じたときはこれを切り上

げる。 

（宿日直手当） 

第 24条 管理職員の宿日直手当については、給与規程第 31条の規定を準用する。 

（共同研究等貢献手当） 

第 24条の２ 共同研究等貢献手当については、給与規程第 32条の２の規定を準用する。 

 

第７章 給与の支払日等 

（支給日） 

第 25 条 第 12 条第１項第１号の給与支給日（以下「給与支給日」という。）は、毎月 17 日とす

る。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。 

(1) 日曜日（次号に掲げる日を除く。）又は国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）

に規定する休日（以下「祝日等」という。）  その翌日 

(2) 日曜日でその翌日が祝日等であるもの  その前々日 

(3) 土曜日  その前日 

２ 第 12 条第１項第２号の業績年俸支給日は、特別の事情がない限り、６月については６月 30

日、12 月については 12 月 10 日にそれぞれ支給する。ただし、６月 30 日が日曜日に当たると

きの業績年俸支給日は６月 28 日とし、６月 30 日が土曜日に当たるときの業績年俸支給日は６

月 29 日とする。また、12 月 10 日が日曜日に当たるときの業績年俸支給日は 12 月８日とし、

12月 10日が土曜日に当たるときの業績年俸支給日は 12月９日とする。 

３ 看護師等業務調整手当については、その月の給与支給日に、深夜勤務手当及び宿日直手当に

ついては、翌月の給与支給日とする。 

４ 通勤手当の支給日は、大阪公立大学医学部附属病院職員通勤手当規程に定めるところによる。 

（給与の支払方法等） 

第 26条 前条に定めるほか、給与の支払方法等については、給与規程第７章及び第９章の規定を

準用する。 

 

第８章 再雇用管理職員の年俸 

（年俸） 

第 27条 フルタイム再雇用管理職員の年俸は、その者の職位に応じて別表第４の年俸の欄に定め

る額とする。 

２ パートタイム再雇用管理職員の年俸は、その者の職位に応じて別表第４の年俸の欄に定める

額に、その者の１週当たりの所定勤務日数を５で除して得られる割合（以下「所定勤務率」と
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いう。）を乗じて得られる額（１円未満の端数は切り捨てる。）とする。 

（年俸の計算期間） 

第 28条 年俸の計算期間は、毎年４月１日から翌年３月 31日までの１年間とする。 

（年俸の定時改定） 

第 29条 年俸は、第 27条の規定にかかわらず、契約期間の更新の際に、改定することがある。 

２ 年俸の改定は、別表第４の年俸の欄に定める額に、その者の再雇用管理職員となった後の人

事評価、勤務状況等を勘案して次の各号に定める額の範囲内の額（1,000 円未満の端数がある

場合は、これを切り捨てた額）を加減して行う。 

(1) 増額改定の場合  別表第４の年俸の欄に定める額に 100分の 15を乗じて得た額 

(2) 減額改定の場合  別表第４の年俸の欄に定める額に 100分の 15を乗じて得た額 

（年俸の情勢改定） 

第 30条 前条に定めるほか、理事長が必要であると認める場合については、本法人の業務の実績

及び社会一般の情勢を考慮し、年俸を改定することができる。 

（年俸の決定の特例） 

第 31条 その者の従事する職務の内容、経歴及び人事評価等を考慮し、理事長が特に必要と認め

る場合については、前３条の規定にかかわらず年俸の額を決定することができる。 

（年俸の支給方法） 

第 32条 再雇用管理職員の年俸の支給方法は、第 13条から第 15条までの規定を準用する。 

２ 第 30 条の規定により年俸の額が決定された場合の基本年俸と業績年俸の振り分けは理事長

が決定する。 

３ 第 29条により年俸が改定された場合は、その改定の額のすべてを業績年俸に振り分けるもの

とする。 

（職位が変更された者に対する支給方法） 

第 33条 再雇用管理職員のうち計算期間の途中に職位が変更された者については、職位が変更さ

れた日以降から変更後の年俸を支給するものとする。 

２ 職位が変更された日以降に支給される変更後の当該計算期間における年俸については、第 13

条第２項及び第３項の規定を準用する。 

３ 第１項の規定の適用を受ける者に対しては、当該計算期間の変更前の年俸については、職位

が変更された日以降の分については支給しない。 

４ 職位が変更される日以降に支給しないこととなる当該計算期間の変更前の年俸については、

第 14条第２項及び第３項の規定を準用する。 

（休職者等の年俸） 

第 34条 再雇用管理職員が休職等となった場合の給与の取扱いは、第 16条から第 19条までの規

定を準用する。 

（諸手当） 

第 35条 再雇用管理職員の諸手当については、第 19条の３から第 24条の２までの規定を準用す

る。ただし、通勤手当については、給与規程第 57条の規定を準用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、パートタイム再雇用管理職員の看護師等業務調整手当の支給額は、

第 19条の３第２項の額に、その者の所定勤務率を乗じて得られる額（１円未満の端数は切り捨

てる。）とする。 
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３ 第１項の規定による、パートタイム再雇用管理職員の勤務１時間当たりの給与額は、第 22条

第１項中「102,000円」とあるのを、「第 35条第２項で得られた額に 12を乗じた額」に読み替

えて得られる額とする。 

 

（支給日） 

第 36 条 再雇用管理職員の給与の支給日は、第 25 条の規定を準用する。ただし、通勤手当につ

いては、給与規程第 57条の規定を準用する。 

（給与の支給方法等） 

第 37条 前条に定めるほか、給与の支給方法等については、給与規程第７章及び第９章の規定を

準用する。 

 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、令和元年 11月１日から施行し、平成 31年４月１日から適用する。 

（定義） 

２ この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 旧市大法人 合併前の公立大学法人大阪市立大学をいう。 

(2) 旧病院管理職員給与規程 （旧）大阪市立大学医学部附属病院管理職員給与規程をいう。 

(3) 病院承継職員 平成 31年３月 31日に旧市大法人に在職し、合併前の大阪市立大学医学部

附属病院職員就業規則を適用されていた職員で、合併により本法人に身分を承継されたもの

をいう。 

(4) 病院区分職員 この規程が適用される職員で、本法人採用の日に阿倍野地区（医学部附属

病院）事業場及び阿倍野地区（MedCity21）事業場で勤務するもの（前号の職員を除く。）を

いう。 

（合併に伴う定年前管理職員の経過措置） 

３ 本則の規定にかかわらず、令和４年３月 31日までの間における定年前管理職員の給与は、旧

病院管理職員給与規程及びそれに附属する規程等によるものとする。 

（経過措置終了時における措置） 

４ 前項の規定の適用を受ける定年前管理職員の令和４年４月１日以降の年俸の額の決定方法そ

の他本則の適用にかかる取扱いについては、別に定める。 

（再雇用管理職員の取扱い） 

５ 本則の規定にかかわらず、令和４年３月 31日までの間における再雇用管理職員の給与につい

て、第 35 条及び第 36 条の規定において準用する第 20 条から第 25 条までについては、旧病院

管理職員給与規程及び附属する規程等の規定による。 

 （60歳を超える定年前管理職員の年俸に関する特例） 

６ 当分の間、定年前管理職員の年俸は、当該定年前管理職員が 60歳に達した日後における最初

の４月１日（以下「特定日」という。）以後、当該定年前管理職員の受ける年俸に 100 分の 70

を乗じて得た額（当該額に、500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上 1,000

円未満の端数を生じたときはこれを 1,000円に切り上げるものとする。）とする。 
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７ 前項の規定の適用を受ける定年前管理職員の年俸を基本年俸と業績年俸に割り当てるに

あたっては、当該定年前管理職員の受ける基本年俸額に 100分の 70を乗じて得た額相当額

を基本年俸とし、残りを業績年俸とする。 

８ 就業規則第 14条第２項本文の規定による他の職への降任（以下「役職定年による降任」

という。）をされた定年前管理職員のうち、特定日に附則第６項の規定により当該定年前管

理職員の受ける年俸（以下この項において「特定日年俸」という。）が就業規則第 14 条第

２項本文の規定により他の職への降任をされた日（以下「異動日」という。）の前日に当該

定年前管理職員が受けていた年俸に 100分の 70を乗じて得た額（当該額に、500円未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、500 円以上 1,000 円未満の端数を生じたときはこれ

を 1,000円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎年俸」という。）に達しな

いこととなる定年前管理職員（異動日の前日から特定日までの間の年俸が増額改定又は減

額改定（年俸の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当

該改定前に受けていた年俸額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。）をされた定年

前管理職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第６項の規定により当該定年前管

理職員の受ける年俸のほか、基礎年俸と特定日年俸との差額に相当する額を年俸として支

給する。 

９ 前項の規定による年俸の額と当該年俸を支給される定年前管理職員の受ける年俸との合

計額が第４条の規定による当該定年前管理職員の属する職務等級における年俸レンジ上限

額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎年俸と特定日年俸」

とあるのは、「第４条の規定による当該定年前管理職員の属する職務等級における年俸レン

ジ上限額と当該定年前管理職員の受ける年俸」とする。 

10 附則第６項の規定の適用を受ける定年前管理職員（附則第８項に規定する定年前管理職

員を除く。）であって、異動日の前日から特定日までの間の年俸が増額改定又は減額改定を

された定年前管理職員には、当分の間、当該定年前管理職員の受ける年俸のほか、特定日

において役職定年による降任をされたと仮定した場合に特定日において受けることとなる

年俸に 100分の 70を乗じて得た額（当該額に、500円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、500 円以上 1,000 円未満の端数を生じたときはこれを 1,000 円に切り上げるもの

とする。）と特定日年俸との差額に相当する額を年俸として支給する。 

11 附則第８項又は前項の規定による年俸を支給される定年前管理職員以外の附則第６項の

規定の適用を受ける定年前管理職員であって、就業規則第 14条第２項ただし書きの規定に

より役職定年による降任の時期が特定日後に延長された定年前管理職員には、当分の間、

当該定年前管理職員の受ける年俸のほか、異動日前日の年俸と当該定年前管理職員の受け

る年俸との差額に相当する額を年俸として支給する。 

12 附則第８項、第 10項又は前項の規定の適用を受ける定年前管理職員の年俸を基本年俸と

業績年俸に割り当てるにあたっては、附則第７項の規定を準用する。この場合、次の表の

左欄に掲げる区分に応じ、同項中「特定日前日の基本年俸額に 100分の 70を乗じて得た額

相当額」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。ただし、第４条の

規定による当該定年前管理職員の属する職務等級における基本年俸上限額を超えて基本年

俸に割り当てることはできない。 
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附則第８項の規定の適用を受ける場合 異動日前日の基本年俸額に100分の70

を乗じて得た額相当額 

附則第 10項の規定の適用を受ける場合 特定日において降任したと仮定した

場合に特定日において受けることと

なる基本年俸額に 100 分の 70 を乗じ

て得た額相当額 

前項の規定の適用を受ける場合 異動日前日の基本年俸額 

 

 

 

附 則（令和 2.4.1 規程 173） 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、平成 31年４月１日か

ら適用する。 

附 則（令和 3.3.31 規程 62） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和 4.3.31 規程 486） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則（令和 4.10.1 規程 598） 

この規程は、令和４年 10月１日から施行する。 

  附 則（令和 4.11.1 規程 642） 

この規程は、令和４年 11月１日から施行し、令和４年 10月１日から適用する。 

  附 則（令和 5.3.31 規程 89） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和 6.3.22 規程 51） 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則（令和 6.7.30 規程 200） 

この規程は、令和６年８月１日から施行する。 

  附 則（令和 7.3.31 規程 148） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

  附 則（令和 8.4.1 規程 102） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

職務等級 職種 職 

上級管理職Ⅱ 
２ 

すべての職種 
― 

１ ― 

上級管理職Ⅰ 

２ 

すべての職種 

― 

１ 
技術監 

理事長が特に必要と認める者 

一般管理職 事務職員、技術職員、司書 参事 

医療管理職 

薬剤師、栄養士、臨床検査

技師、診療放射線技師、臨

床工学技士、理学療法士、

作業療法士、視能訓練士、

言語聴覚士、歯科衛生士、

医療ソーシャルワーカー、

遺伝カウンセラー 

医学部附属病院薬剤部長 

主幹 

看護管理職 
看護師、助産師 医学部附属病院看護部長 

主幹 

 

 

別表第２ 

職務等級 上限 下限 

一般管理職 10,600,000円 9,200,000円 

医療管理職 11,000,000円 9,400,000円 

看護管理職 11,500,000円 11,300,000円 

※上級管理職Ⅱ及び上級管理職Ⅰについては、理事長が別に定める。 

 

 

別表第３ 

勤務しない日数 割合 

21日以上 30日以下 100分の 94 

31日以上 40日以下 100分の 90 

41日以上 50日以下 100分の 83 

51日以上 60日以下 100分の 79 

61日以上 70日以下 100分の 63 

71日以上 80日以下 100分の 59 

81日以上 90日以下 100分の 54 

91日以上 100日以下 100分の 44 
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101日以上 110日以下 100分の 39 

111日以上 115日以下 100分の 29 

116日以上 理事長が個別に定める割合 

 

 

別表第４ 

職位 年俸 基本年俸 

部長級 7,840,000円 6,390,000円 

課長級 7,220,000円 5,880,000円 

 


